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各 附 属 機 関 の 長 警察庁丙国捜発第 7 1号

各 地 方 機 関 の 長 殿 令 和 ４ 年 ８ 月 2 2 日
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庁内各局部課長

刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の発効

について（通達）

刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約（令和４年

条約第11号（別添参照 ）については、令和３年11月24日に署名が行われ、令和４年８月）

１日にベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」という ）との間で外交上の公文の交。

換が行われたことにより、令和４年８月31日から効力を生ずることとなった。この条約

の概要及び運用上の留意事項は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないように

するとともに、犯罪捜査のためにこの条約を積極的に活用されたい。

記

１ 条約の概要

この条約は、刑事に関する共助の分野における我が国とベトナムとの間の協力を一

層実効あるものとすることを目的として締結されたものである。この条約の主な概要

は次のとおりである。

(1) 趣旨、目的及び共助の範囲について定める （第１条）。

(2) 任務を行う中央当局について定める （第２条）。

(3) 共助の拒否事由について定める （第３条）。

(4) 共助の請求の内容及び形式について定める （第４条）。

(5) 請求された共助の実施について定める （第５条）。

(6) 証言又は供述の取得について定める （第９条）。

(7) 物件の取得について定める （第10条）。

(8) 人、物件又は場所の見分について定める （第11条）。

(9) 条約の効力発生及び終了について定める （第24条）。

２ 条約の実施のための国内措置

この条約により、被請求国は、共助を拒否し得る場合（第３条）を除き、請求され

た共助をこの条約の関連規定に従って速やかに実施し（第５条１ 、また、自国の法令）

に従って実施する（同条２）義務を負うこととなる。

この点、我が国においては、国際捜査共助等に関する法律（昭和55年法律第69号）

等により、条約上の義務の実施を担保することとなる。

３ 留意事項

(1) 我が国による請求関係

ア これまでベトナムとの間における共助については、条約その他の国際約束がな



かったことから、国際礼譲に基づいて行われてきたが、この条約の締結により、

我が国が請求する共助がベトナムにおいて一層確実に実施されることが確保でき

るので、ベトナムに共助を請求するに当たっては、この条約を積極的に活用する

こと。

、 、イ 共助については これまで外交上の経路を通じて行うことが一般的であったが

この条約の締結により、共助に関する連絡を各国の指定する中央当局間で直接行

うことにより、共助の迅速化が期待される。

我が国による請求については、警察官又は皇宮護衛官により送付された請求に

関連する中央当局は、国家公安委員会又は国家公安委員会が指定する者となる。

国家公安委員会は、警察庁刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官(以下「警察庁

国際捜査管理官」という。)を中央当局に指定したので、この条約に基づく共助の

請求をすることが適当であると認められるときは、警察庁国際捜査管理官に共助

の請求を依頼すること （第２条関係）。

ウ この条約に基づく共助の請求に当たっては、条約第４条２に掲げる事項を通報

すること及び同条３に掲げる事項のうち必要と認めるものについて可能な範囲で

通報することとされているので、共助の請求の依頼に当たり留意すること （第４。

条関係）

(2) ベトナムによる請求関係

ベトナムからの請求の送付を受けた警察庁国際捜査管理官は、相当と認める都道

府県警察等に対し、請求された共助の実施を指示する。

請求された共助の実施が我が国において進行中の捜査等の手続を妨げると認める

場合には、当該実施を保留し、又は必要と認める条件を両締約国の中央当局間での

協議の後に付すことができるとされているので、共助の実施が進行中の捜査を妨げ

るような状況がある場合には、直ちに警察庁国際捜査管理官に連絡し、調整を受け

ること （第５条３関係）。
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一

刑
事
に
関
す
る
共
助
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
と
の
間
の
条
約

日
本
国
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
（
以
下
「
両
締
約
国
」
と
い
う
。
）
は
、

刑
事
に
関
す
る
共
助
の
分
野
に
お
け
る
両
国
間
の
協
力
を
一
層
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

趣
旨
、
目
的
及
び
共
助
の
範
囲

１

各
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
請
求
に
基
づ
き
、
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
刑
事
手
続
に
つ
い
て
こ
の
条
約
の
規
定
に

従
っ
て
共
助
を
実
施
す
る
。

２

共
助
に
は
、
次
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
含
む
。
こ
の
条
約
に
お
い
て
「
物
件
」
と
は
、
証
拠
と
な
る
書
類
、
記
録
そ
の
他

の
物
を
い
う
。

証
言
又
は
供
述
の
取
得

(1)

物
件
の
取
得
（
捜
索
又
は
差
押
え
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）

(2)

人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分

(3)



二

人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
所
在
地
の
特
定

(4)

公
的
機
関
の
保
有
す
る
物
件
の
提
供

(5)

請
求
国
に
お
け
る
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
招
請
の
伝
達

(6)

拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
の
身
柄
の
一
時
的
な
移
送
で
あ
っ
て
証
言
の
取
得
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
の
も
の

(7)

刑
事
手
続
に
関
す
る
文
書
の
送
達

(8)

犯
罪
の
収
益
又
は
道
具
の
没
収
及
び
保
全
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
共
助

(9)

被
請
求
国
の
法
令
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
そ
の
他
の
共
助
で
あ
っ
て
両
締
約
国
の
中
央
当
局
間
で
合
意
さ
れ
た
も
の

(10)
３

こ
の
条
約
は
、
両
締
約
国
間
で
の
共
助
の
み
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
条
約
の
規
定
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
を
妨

げ
、
又
は
証
拠
を
排
除
す
る
こ
と
に
関
し
、
私
人
の
権
利
を
新
た
に
創
設
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
私
人
の
既
存
の
権

利
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
二
条

中
央
当
局

１

各
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
規
定
す
る
任
務
を
行
う
中
央
当
局
を
指
定
す
る
。
日
本
国
に
つ
い
て
は
、
中
央
当
局
は
、
法

務
大
臣
若
し
く
は
国
家
公
安
委
員
会
又
は
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
者
と
す
る
。
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に
つ
い

て
は
、
中
央
当
局
は
、
最
高
人
民
検
察
院
と
す
る
。

２

こ
の
条
約
に
基
づ
く
共
助
の
請
求
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
か
ら
被
請
求
国
の
中
央
当
局
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。

３

両
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
相
互
に
直
接
連
絡
す
る
。

第
三
条

共
助
の
拒
否
事
由

１

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
共
助
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
請
求
国
が
、
請
求
さ
れ
た
共
助
が
政
治
的
性
質
を
有
す
る
犯
罪
に
関
連
す
る
と
認
め
る
場
合

(1)

被
請
求
国
が
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
よ
り
自
国
の
主
権
、
安
全
そ
の
他
の
重
要
な
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が

(2)
あ
る
と
認
め
る
場
合

被
請
求
国
が
、
共
助
の
請
求
が
こ
の
条
約
に
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合

(3)

被
請
求
国
が
、
共
助
の
請
求
が
何
人
か
を
人
種
、
宗
教
、
国
籍
、
民
族
的
出
身
、
政
治
的
意
見
若
し
く
は
性
を
理
由
に

(4)
訴
追
し
若
し
く
は
刑
罰
を
科
す
る
目
的
で
な
さ
れ
て
い
る
と
、
又
は
そ
の
者
の
地
位
が
そ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
害
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
す
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

被
請
求
国
が
、
請
求
国
に
お
け
る
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
の
対
象
と
な
る
行
為
が
自
国
の
法
令
に
よ
れ
ば
犯
罪
を

(5)



三

て
は
、
中
央
当
局
は
、
最
高
人
民
検
察
院
と
す
る
。

２

こ
の
条
約
に
基
づ
く
共
助
の
請
求
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
か
ら
被
請
求
国
の
中
央
当
局
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。

３

両
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
相
互
に
直
接
連
絡
す
る
。

第
三
条

共
助
の
拒
否
事
由

１

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
共
助
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
請
求
国
が
、
請
求
さ
れ
た
共
助
が
政
治
的
性
質
を
有
す
る
犯
罪
に
関
連
す
る
と
認
め
る
場
合

(1)

被
請
求
国
が
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
よ
り
自
国
の
主
権
、
安
全
そ
の
他
の
重
要
な
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が

(2)
あ
る
と
認
め
る
場
合

被
請
求
国
が
、
共
助
の
請
求
が
こ
の
条
約
に
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合

(3)

被
請
求
国
が
、
共
助
の
請
求
が
何
人
か
を
人
種
、
宗
教
、
国
籍
、
民
族
的
出
身
、
政
治
的
意
見
若
し
く
は
性
を
理
由
に

(4)
訴
追
し
若
し
く
は
刑
罰
を
科
す
る
目
的
で
な
さ
れ
て
い
る
と
、
又
は
そ
の
者
の
地
位
が
そ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
害
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
す
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

被
請
求
国
が
、
請
求
国
に
お
け
る
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
の
対
象
と
な
る
行
為
が
自
国
の
法
令
に
よ
れ
ば
犯
罪
を

(5)



四

構
成
し
な
い
と
認
め
る
場
合

被
請
求
国
が
、
請
求
さ
れ
た
共
助
が
当
該
共
助
に
係
る
犯
罪
又
は
同
一
の
行
為
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
他
の
犯
罪
に
つ
い

(6)
て
被
請
求
国
に
お
い
て
確
定
判
決
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
の
訴
追
に
関
連
す
る
と
認
め
る
場
合

被
請
求
国
が
、
自
国
の
法
令
に
よ
れ
ば
時
効
の
完
成
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
た
共
助
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
訴
追
し
、
又

(7)
は
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
場
合

被
請
求
国
が
、
共
助
の
請
求
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
自
国
の
共
助
に
関
す
る
法
制
に
反
す
る
と
認
め
る
場
合

(8)
２

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
１
の
規
定
に
基
づ
き
共
助
を
拒
否
す
る
に
先
立
ち
、
自
国
が
一
定
の
条
件
を
付
し
て
共
助
を

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
と
協
議
す
る
。
請
求
国
は
、
当
該
条
件
を
受
け
入
れ

る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
従
う
。

３

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
共
助
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
に
拒
否
の
理
由
を
速
や
か
に
通
報
す

る
。

第
四
条

請
求
の
内
容
及
び
形
式

１

請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
共
助
の
請
求
を
書
面
に
よ
っ
て
行
う
。
た
だ
し
、
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
被
請
求
国
の
中
央

当
局
が
書
面
以
外
の
信
頼
し
得
る
通
信
の
方
法
を
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
方
法
に
よ
り
共
助
の
請
求
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
共
助
の
請
求
の
追
加
的
な
確
認
の
書
面
を
そ
の
後
速
や
か
に
提
出

す
る
。
共
助
の
請
求
に
は
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
被
請
求
国
の
言
語
に
よ

る
翻
訳
文
（
緊
急
の
場
合
に
は
、
英
語
に
よ
る
翻
訳
文
）
を
添
付
す
る
。

２

共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
通
報
す
る
。

捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
当
局
の
名
称

(1)

捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
の
対
象
と
な
る
事
実

(2)

捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
の
内
容
及
び
段
階

(3)

請
求
国
の
関
係
法
令
の
条
文

(4)

請
求
す
る
共
助
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明

(5)

請
求
す
る
共
助
の
目
的
に
つ
い
て
の
説
明

(6)
３

共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
で
通
報
す
る
。

証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
の
特
定
及
び
所
在
地
に
関
す
る
情
報

(1)



五

当
局
が
書
面
以
外
の
信
頼
し
得
る
通
信
の
方
法
を
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
方
法
に
よ
り
共
助
の
請
求
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
共
助
の
請
求
の
追
加
的
な
確
認
の
書
面
を
そ
の
後
速
や
か
に
提
出

す
る
。
共
助
の
請
求
に
は
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
被
請
求
国
の
言
語
に
よ

る
翻
訳
文
（
緊
急
の
場
合
に
は
、
英
語
に
よ
る
翻
訳
文
）
を
添
付
す
る
。

２

共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
通
報
す
る
。

捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
当
局
の
名
称

(1)

捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
の
対
象
と
な
る
事
実

(2)

捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
の
内
容
及
び
段
階

(3)

請
求
国
の
関
係
法
令
の
条
文

(4)

請
求
す
る
共
助
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明

(5)

請
求
す
る
共
助
の
目
的
に
つ
い
て
の
説
明

(6)
３

共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
で
通
報
す
る
。

証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
の
特
定
及
び
所
在
地
に
関
す
る
情
報

(1)
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証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
取
得
又
は
記
録
の
方
法
に
つ
い
て
の
説
明

(2)

証
言
又
は
供
述
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
質
問
表

(3)

取
得
さ
れ
る
べ
き
物
件
及
び
そ
の
身
体
が
捜
索
さ
れ
る
べ
き
人
又
は
捜
索
さ
れ
る
べ
き
場
所
に
つ
い
て
の
説
明

(4)

見
分
さ
れ
る
べ
き
人
、
物
件
又
は
場
所
に
関
す
る
情
報

(5)

人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分
の
実
施
及
び
記
録
の
方
法
（
見
分
に
関
し
て
作
成
さ
れ
る
べ
き
文
書
に
よ
る
記
録
の
様
式

(6)
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
説
明

特
定
さ
れ
る
べ
き
人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
又
は
特
定
さ
れ
る
べ
き
こ
れ
ら
の
所
在
地
に
関
す
る
情
報

(7)

招
請
の
伝
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
特
定
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
者
と
手
続
と
の
関
係
に
関
す
る
情
報

(8)

請
求
国
の
関
係
当
局
へ
の
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
支
払
う
こ
と
を
認
め
る
手
当
及
び
経
費
に
関
す
る
情
報

(9)

請
求
す
る
共
助
の
実
施
の
際
に
従
う
べ
き
特
定
の
方
法
に
つ
い
て
の
説
明
（

及
び

に
規
定
す
る
説
明
を
除
く
。
）

(10)

(2)

(6)

犯
罪
の
収
益
又
は
道
具
、
こ
れ
ら
の
所
在
地
及
び
こ
れ
ら
の
所
有
者
の
特
定
に
つ
い
て
の
説
明

(11)

請
求
す
る
共
助
を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
必
要
性
に
つ
い
て
の
説
明

(12)

請
求
す
る
共
助
の
実
施
を
希
望
す
る
期
限

(13)

請
求
す
る
共
助
の
実
施
を
容
易
に
す
る
た
め
に
被
請
求
国
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
そ
の
他
の
情
報

(14)
４

被
請
求
国
が
、
共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
通
報
さ
れ
た
情
報
が
共
助
の
実
施
を
可
能
と
す
る
上
で
こ
の
条
約
に
定
め
る
要

件
を
満
た
す
た
め
に
十
分
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
追
加
的
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
要

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条

請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施

１

被
請
求
国
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
こ
の
条
約
の
関
連
規
定
に
従
っ
て
速
や
か
に
実
施
す
る
。
被
請
求
国
の
権
限
の
あ
る

当
局
は
、
共
助
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
と
る
。

２

被
請
求
国
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
こ
の
条
約
の
規
定
及
び
自
国
の
法
令
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
被
請
求
国
は
、
自
国
の

法
令
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
条
３

、

又
は

に
規
定
す
る
方
法
で
共
助
の
請
求

(2)

(6)

(10)

に
示
さ
れ
た
も
の
に
従
う
。

３

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
が
自
国
に
お
け
る
進
行
中
の
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
を
妨
げ

る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
実
施
を
保
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
自
国
が
一
定
の
条
件
を
付

し
て
共
助
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
と
協
議
す
る
。
請
求
国
は
、
当
該
条
件
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請
求
す
る
共
助
の
実
施
を
容
易
に
す
る
た
め
に
被
請
求
国
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
そ
の
他
の
情
報

(14)
４

被
請
求
国
が
、
共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
通
報
さ
れ
た
情
報
が
共
助
の
実
施
を
可
能
と
す
る
上
で
こ
の
条
約
に
定
め
る
要

件
を
満
た
す
た
め
に
十
分
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
追
加
的
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
要

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条

請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施

１

被
請
求
国
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
こ
の
条
約
の
関
連
規
定
に
従
っ
て
速
や
か
に
実
施
す
る
。
被
請
求
国
の
権
限
の
あ
る

当
局
は
、
共
助
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
と
る
。

２

被
請
求
国
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
こ
の
条
約
の
規
定
及
び
自
国
の
法
令
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
被
請
求
国
は
、
自
国
の

法
令
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
条
３

、

又
は

に
規
定
す
る
方
法
で
共
助
の
請
求

(2)

(6)

(10)

に
示
さ
れ
た
も
の
に
従
う
。

３

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
が
自
国
に
お
け
る
進
行
中
の
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
を
妨
げ

る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
実
施
を
保
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
自
国
が
一
定
の
条
件
を
付

し
て
共
助
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
と
協
議
す
る
。
請
求
国
は
、
当
該
条
件
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を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
従
う
。
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
に
当
該
実
施
の
保
留
の
理
由

を
通
報
す
る
。

４

被
請
求
国
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
が
要
請
す
る
場
合
に
は
、
共
助
の
請
求
が
行
わ
れ
た
事
実
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
内

容
、
共
助
の
実
施
の
成
果
そ
の
他
共
助
の
実
施
に
関
す
る
関
連
情
報
を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
最
善
の
努
力
を

払
う
。
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
な
し
に
請
求
さ
れ
た
共
助
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
に
そ
の
旨
を
通
報
す
る
も
の
と
し
、
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に

も
か
か
わ
ら
ず
当
該
共
助
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
。

５

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
の
状
況
に
関
す
る
請
求
国
の
中
央
当
局
に
よ
る
合
理
的
な
照
会
に

回
答
す
る
。

６

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
に
対
し
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
の
結
果
に
つ
き
速
や
か
に
通
報
す

る
も
の
と
し
、
ま
た
、
そ
の
結
果
取
得
さ
れ
た
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
を
提
供
す

る
。
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
理

由
に
つ
き
請
求
国
の
中
央
当
局
に
通
報
す
る
。

第
六
条

費
用

１

被
請
求
国
は
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
要
す

る
全
て
の
費
用
を
負
担
す
る
。

２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
鑑
定
人
に
支
払
う
手
数
料
、
翻
訳
、
通
訳
及
び
記
録
に
要
す
る
費
用
、
第
十
四
条
及
び
第
十

五
条
の
規
定
に
基
づ
く
人
の
移
動
に
要
す
る
手
当
及
び
経
費
並
び
に
特
別
な
費
用
に
つ
い
て
は
、
請
求
国
が
負
担
す
る
。

３

両
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
実
施
す
る
た
め
に
特
別
な
費
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る

場
合
に
は
、
当
該
共
助
を
実
施
す
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
決
定
す
る
た
め
に
協
議
す
る
。

第
七
条

使
用
制
限
及
び
秘
密
性

１

請
求
国
は
、
被
請
求
国
の
中
央
当
局
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
な
し
に
、
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
捜
査
、
訴
追
そ
の

他
の
手
続
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
そ
の
他

の
物
件
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
国
が
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録

し
た
物
そ
の
他
の
物
件
を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
、
又
は
当
該
中
央
当
局
が
定
め
る
そ
の
他
の
条
件
に
従
っ
て
の
み
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第
六
条

費
用

１

被
請
求
国
は
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
要
す

る
全
て
の
費
用
を
負
担
す
る
。

２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
鑑
定
人
に
支
払
う
手
数
料
、
翻
訳
、
通
訳
及
び
記
録
に
要
す
る
費
用
、
第
十
四
条
及
び
第
十

五
条
の
規
定
に
基
づ
く
人
の
移
動
に
要
す
る
手
当
及
び
経
費
並
び
に
特
別
な
費
用
に
つ
い
て
は
、
請
求
国
が
負
担
す
る
。

３

両
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
実
施
す
る
た
め
に
特
別
な
費
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る

場
合
に
は
、
当
該
共
助
を
実
施
す
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
決
定
す
る
た
め
に
協
議
す
る
。

第
七
条

使
用
制
限
及
び
秘
密
性

１

請
求
国
は
、
被
請
求
国
の
中
央
当
局
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
な
し
に
、
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
捜
査
、
訴
追
そ
の

他
の
手
続
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
そ
の
他

の
物
件
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
国
が
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録

し
た
物
そ
の
他
の
物
件
を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
、
又
は
当
該
中
央
当
局
が
定
め
る
そ
の
他
の
条
件
に
従
っ
て
の
み



一
〇

使
用
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
請
求
国
は
、
当
該
物
件
を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
同
意
し
、

又
は
当
該
条
件
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
従
う
。

３

請
求
国
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
を

不
法
な
ア
ク
セ
ス
、
使
用
及
び
改
変
、
滅
失
又
は
濫
用
か
ら
保
護
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

第
八
条

物
件
の
返
還

１

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
国
が
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
物
件
を
当
該
中
央
当
局
が
定
め
る
条
件

（
当
該
物
件
に
係
る
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
も
の
を
含
む
。
）
に
従
っ
て
輸
送
し
、
及
び
保
管

す
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
物
件
が
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に

使
用
さ
れ
た
後
、
請
求
国
が
当
該
中
央
当
局
が
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
当
該
物
件
を
返
還
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

請
求
国
は
、
１
又
は
２
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
要
請
に
従
う
。
請
求
国
は
、
当
該
要
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い

て
、
見
分
に
よ
り
物
件
を
損
傷
し
、
又
は
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
被
請
求
国
の
中
央
当
局
の
事
前
の
同
意
な
し

に
当
該
物
件
を
見
分
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条

証
言
又
は
供
述
の
取
得

１

被
請
求
国
は
、
証
言
又
は
供
述
を
取
得
す
る
。
被
請
求
国
は
、
そ
の
た
め
の
強
制
措
置
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
共
助
の

請
求
が
当
該
強
制
措
置
を
と
る
こ
と
を
被
請
求
国
の
法
令
に
お
い
て
正
当
化
す
る
情
報
を
含
む
場
合
に
は
、
当
該
強
制
措
置

を
と
る
。

２

被
請
求
国
は
、
自
国
の
法
令
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
証
言
又
は
供
述
の
取
得
に
係
る
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特

定
の
者
が
当
該
共
助
の
実
施
の
間
立
ち
会
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
も
の
と
し
、
ま
た
、
当
該
者
が

証
言
又
は
供
述
の
提
出
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
べ
き
質
問
を
提
出
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

３

被
請
求
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
証
言
又
は
供
述
の
提
出
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
が
請
求
国
の
法
令
に
基
づ
い

(1)
て
免
除
、
不
能
又
は
特
権
を
主
張
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
証
言
又
は
供
述
を
取
得
す
る
。

被
請
求
国
は
、
証
言
又
は
供
述
を
取
得
す
る
に
当
た
り

の
主
張
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当

(2)

(1)

局
に
よ
る
当
該
主
張
の
処
理
の
た
め
、
当
該
主
張
を
付
し
て
当
該
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
を
請
求

国
の
中
央
当
局
に
提
供
す
る
。



一
一

に
当
該
物
件
を
見
分
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条

証
言
又
は
供
述
の
取
得

１

被
請
求
国
は
、
証
言
又
は
供
述
を
取
得
す
る
。
被
請
求
国
は
、
そ
の
た
め
の
強
制
措
置
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
共
助
の

請
求
が
当
該
強
制
措
置
を
と
る
こ
と
を
被
請
求
国
の
法
令
に
お
い
て
正
当
化
す
る
情
報
を
含
む
場
合
に
は
、
当
該
強
制
措
置

を
と
る
。

２

被
請
求
国
は
、
自
国
の
法
令
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
証
言
又
は
供
述
の
取
得
に
係
る
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特

定
の
者
が
当
該
共
助
の
実
施
の
間
立
ち
会
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
も
の
と
し
、
ま
た
、
当
該
者
が

証
言
又
は
供
述
の
提
出
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
べ
き
質
問
を
提
出
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

３

被
請
求
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
証
言
又
は
供
述
の
提
出
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
が
請
求
国
の
法
令
に
基
づ
い

(1)
て
免
除
、
不
能
又
は
特
権
を
主
張
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
証
言
又
は
供
述
を
取
得
す
る
。

被
請
求
国
は
、
証
言
又
は
供
述
を
取
得
す
る
に
当
た
り

の
主
張
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当

(2)

(1)

局
に
よ
る
当
該
主
張
の
処
理
の
た
め
、
当
該
主
張
を
付
し
て
当
該
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
を
請
求

国
の
中
央
当
局
に
提
供
す
る
。



一
二

第
十
条

物
件
の
取
得

１

被
請
求
国
は
、
物
件
を
取
得
す
る
。
被
請
求
国
は
、
そ
の
た
め
の
強
制
措
置
（
捜
索
又
は
差
押
え
を
含
む
。
）
が
必
要
で

あ
り
、
か
つ
、
共
助
の
請
求
が
当
該
強
制
措
置
を
と
る
こ
と
を
被
請
求
国
の
法
令
に
お
い
て
正
当
化
す
る
情
報
を
含
む
場
合

に
は
、
当
該
強
制
措
置
を
と
る
。

２

被
請
求
国
は
、
物
件
の
取
得
に
係
る
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
者
が
当
該
共
助
の
実
施
の
間
立
ち
会
う
こ
と
を
可

能
と
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

３

被
請
求
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
物
件
の
提
出
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
が
請
求
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
免
除
又

(1)
は
特
権
を
主
張
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
物
件
を
取
得
す
る
。

被
請
求
国
は
、
物
件
を
取
得
す
る
に
当
た
り

の
主
張
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
る

(2)

(1)

当
該
主
張
の
処
理
の
た
め
、
当
該
主
張
を
付
し
て
当
該
物
件
を
請
求
国
の
中
央
当
局
に
提
供
す
る
。

第
十
一
条

人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分

１

被
請
求
国
は
、
人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分
を
行
う
。
被
請
求
国
は
、
そ
の
た
め
の
強
制
措
置
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、

共
助
の
請
求
が
当
該
強
制
措
置
を
と
る
こ
と
を
被
請
求
国
の
法
令
に
お
い
て
正
当
化
す
る
情
報
を
含
む
場
合
に
は
、
当
該
強

制
措
置
を
と
る
。

２

被
請
求
国
は
、
人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分
に
係
る
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
者
が
当
該
共
助
の
実
施
の
間
立
ち

会
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

第
十
二
条

人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
所
在
地
の
特
定

被
請
求
国
は
、
自
国
に
所
在
す
る
人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
を
特
定
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
所
在
地
を
特
定
す
る
よ
う
最
善
の

努
力
を
払
う
。

第
十
三
条

公
的
機
関
の
保
有
す
る
物
件
の
提
供

１

被
請
求
国
は
、
自
国
の
公
的
機
関
が
保
有
す
る
物
件
で
あ
っ
て
公
衆
が
入
手
可
能
な
も
の
を
請
求
国
に
提
供
す
る
。

２

被
請
求
国
は
、
自
国
の
公
的
機
関
が
保
有
す
る
物
件
で
あ
っ
て
公
衆
が
入
手
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
自
国
の
権
限

の
あ
る
当
局
が
入
手
で
き
る
範
囲
及
び
条
件
と
同
等
の
範
囲
及
び
条
件
で
、
請
求
国
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条

招
請
の
伝
達

１

被
請
求
国
は
、
自
国
に
所
在
し
、
請
求
国
の
関
係
当
局
へ
の
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
し
当
該
者
が
招
請
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
伝
達
す
る
。



一
三

制
措
置
を
と
る
。

２

被
請
求
国
は
、
人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分
に
係
る
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
者
が
当
該
共
助
の
実
施
の
間
立
ち

会
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

第
十
二
条

人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
所
在
地
の
特
定

被
請
求
国
は
、
自
国
に
所
在
す
る
人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
を
特
定
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
所
在
地
を
特
定
す
る
よ
う
最
善
の

努
力
を
払
う
。

第
十
三
条

公
的
機
関
の
保
有
す
る
物
件
の
提
供

１

被
請
求
国
は
、
自
国
の
公
的
機
関
が
保
有
す
る
物
件
で
あ
っ
て
公
衆
が
入
手
可
能
な
も
の
を
請
求
国
に
提
供
す
る
。

２

被
請
求
国
は
、
自
国
の
公
的
機
関
が
保
有
す
る
物
件
で
あ
っ
て
公
衆
が
入
手
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
自
国
の
権
限

の
あ
る
当
局
が
入
手
で
き
る
範
囲
及
び
条
件
と
同
等
の
範
囲
及
び
条
件
で
、
請
求
国
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条

招
請
の
伝
達

１

被
請
求
国
は
、
自
国
に
所
在
し
、
請
求
国
の
関
係
当
局
へ
の
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
し
当
該
者
が
招
請
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
伝
達
す
る
。



一
四

２

請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
１
に
規
定
す
る
出
頭
の
た
め
に
自
国
が
支
払
う
手
当
及
び
経
費
の
限
度
に
つ
き
被
請
求
国
の
中

央
当
局
に
通
報
す
る
。
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
の
回
答
に
つ
き
請
求
国
の
中
央
当
局
に
速

や
か
に
通
報
す
る
。

第
十
五
条

拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
の
一
時
的
な
移
送

１

証
言
の
取
得
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
、
被
請
求
国
に
よ
っ
て
拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
の
身
柄
が
請
求
国
の
領
域
に
あ
る
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
被
請
求
国
は
、
当
該
目
的
の
た
め
、
当
該
者
の
身
柄
を
請
求
国
へ
一
時
的
に
移
す
。
た
だ

し
、
被
請
求
国
の
法
令
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
者
が
同
意
し
、
か
つ
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
が
合

意
す
る
と
き
に
限
る
。

２

請
求
国
は
、
被
請
求
国
が
別
段
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
承
認
を
与
え
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
１
の
規
定
に
従
っ
て
身
柄

(1)
を
移
さ
れ
た
者
を
拘
禁
す
る
。

請
求
国
は
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
に
よ
る
事
前
の
合
意
そ
の
他
の
合
意
に
従
い
、
１
の
規
定
に
従
っ
て
身
柄
を
移
さ

(2)
れ
た
者
を
被
請
求
国
に
直
ち
に
送
還
す
る
。

１
の
規
定
に
従
っ
て
身
柄
を
移
さ
れ
た
者
が
請
求
国
に
よ
っ
て
拘
禁
さ
れ
た
期
間
（
移
送
に
要
す
る
期
間
を
含
む
。
）

(3)
は
、
被
請
求
国
に
お
け
る
当
該
者
の
刑
期
に
算
入
す
る
。

第
十
六
条

保
護
措
置

１

第
十
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
請
求
国
の
関
係
当
局
に
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
又
は
前
条
の
規
定
に
従
っ
て
請
求
国
に

身
柄
を
移
さ
れ
た
者
は
、
被
請
求
国
を
離
れ
る
前
の
い
か
な
る
行
為
又
は
有
罪
判
決
を
理
由
と
し
て
も
、
請
求
国
の
領
域
内

に
お
い
て
拘
禁
、
訴
追
、
処
罰
又
は
身
体
の
自
由
に
つ
い
て
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
当
該
者
は
、
共
助
の
請
求
に
示

さ
れ
た
特
定
の
手
続
以
外
の
い
か
な
る
手
続
に
お
い
て
も
証
言
、
供
述
又
は
物
件
を
提
出
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
ず
、
ま

た
、
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
手
続
以
外
の
い
か
な
る
手
続
に
つ
い
て
も
協
力
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
者
が
別
段
の
同
意
を
与
え
、
か
つ
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２

第
十
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
請
求
国
の
関
係
当
局
に
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
し
１
の
規
定
に
従
っ
て
与
え
ら

(1)
れ
る
保
護
措
置
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
時
に
終
了
す
る
。

当
該
者
が
自
ら
の
出
頭
が
必
要
で
な
く
な
っ
た
旨
を
関
係
当
局
に
よ
っ
て
書
面
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
後
連
続
す
る
十

(a)
五
日
が
経
過
し
た
時



一
五

は
、
被
請
求
国
に
お
け
る
当
該
者
の
刑
期
に
算
入
す
る
。

第
十
六
条

保
護
措
置

１

第
十
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
請
求
国
の
関
係
当
局
に
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
又
は
前
条
の
規
定
に
従
っ
て
請
求
国
に

身
柄
を
移
さ
れ
た
者
は
、
被
請
求
国
を
離
れ
る
前
の
い
か
な
る
行
為
又
は
有
罪
判
決
を
理
由
と
し
て
も
、
請
求
国
の
領
域
内

に
お
い
て
拘
禁
、
訴
追
、
処
罰
又
は
身
体
の
自
由
に
つ
い
て
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
当
該
者
は
、
共
助
の
請
求
に
示

さ
れ
た
特
定
の
手
続
以
外
の
い
か
な
る
手
続
に
お
い
て
も
証
言
、
供
述
又
は
物
件
を
提
出
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
ず
、
ま

た
、
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
手
続
以
外
の
い
か
な
る
手
続
に
つ
い
て
も
協
力
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
者
が
別
段
の
同
意
を
与
え
、
か
つ
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２

第
十
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
請
求
国
の
関
係
当
局
に
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
し
１
の
規
定
に
従
っ
て
与
え
ら

(1)
れ
る
保
護
措
置
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
時
に
終
了
す
る
。

当
該
者
が
自
ら
の
出
頭
が
必
要
で
な
く
な
っ
た
旨
を
関
係
当
局
に
よ
っ
て
書
面
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
後
連
続
す
る
十

(a)
五
日
が
経
過
し
た
時



一
六

当
該
者
が
請
求
国
か
ら
離
れ
た
後
、
任
意
に
請
求
国
に
戻
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
時

(b)

当
該
者
が
出
頭
期
日
に
関
係
当
局
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
（
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
る
と
き
を
除
く
。
）
に

(c)
あ
っ
て
は
そ
の
時

請
求
国
の
中
央
当
局
は
、

の
通
知
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
保
護
措
置
が

若
し
く
は

の
規
定
に
従
っ
て
終
了

(2)

(1)
(a)

(1)
(b)

(c)

し
た
場
合
に
は
、
被
請
求
国
の
中
央
当
局
に
そ
の
旨
を
遅
滞
な
く
通
報
す
る
。

３

前
条
の
規
定
に
従
っ
て
請
求
国
に
身
柄
を
移
さ
れ
た
者
に
対
し
１
の
規
定
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
る
保
護
措
置
は
、
当
該
者

が
被
請
求
国
に
送
還
さ
れ
た
と
き
に
終
了
す
る
。

４

第
十
四
条
の
規
定
の
下
で
請
求
国
の
関
係
当
局
に
出
頭
し
な
い
者
又
は
前
条
の
規
定
の
下
で
請
求
国
へ
の
身
柄
の
移
送
に

同
意
し
な
い
者
は
、
共
助
の
請
求
又
は
当
該
者
の
出
頭
に
関
連
す
る
文
書
に
お
け
る
記
述
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
そ
の
出
頭

し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
請
求
国
に
お
い
て
い
か
な
る
制
裁
も
課
さ
れ
ず
、
ま
た
、
い
か
な
る
強
制
措
置
の
対
象
と
も

な
ら
な
い
。

第
十
七
条

犯
罪
の
収
益
又
は
道
具

被
請
求
国
は
、
自
国
の
法
令
が
認
め
る
範
囲
内
で
、
犯
罪
の
収
益
又
は
道
具
の
没
収
及
び
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
手
続
に
つ
い

て
共
助
を
実
施
す
る
。
当
該
共
助
に
は
、
当
該
収
益
又
は
道
具
を
保
全
す
る
措
置
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条

文
書
の
送
達

１

被
請
求
国
は
、
送
達
の
た
め
に
請
求
国
か
ら
送
付
さ
れ
る
刑
事
手
続
に
関
す
る
文
書
の
送
達
を
実
施
す
る
。

２

共
助
の
請
求
が
請
求
国
の
関
係
当
局
へ
の
出
頭
を
求
め
る
裁
判
上
の
文
書
の
送
達
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

共
助
の
請
求
は
、
出
頭
期
日
の
少
な
く
と
も
九
十
日
前
ま
で
に
被
請
求
国
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
被
請
求
国

は
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
こ
の
要
件
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
第
五
条
６
の
規
定
に
従
っ

て
こ
の
よ
う
な
共
助
の
実
施
の
結
果
を
通
報
す
る
に
当
た
り
、
請
求
国
の
中
央
当
局
に
対
し
、
送
達
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
並

び
に
送
達
が
実
施
さ
れ
た
日
付
、
場
所
及
び
方
法
を
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
。

３

こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
送
達
さ
れ
た
裁
判
上
の
文
書
で
あ
っ
て
請
求
国
の
関
係
当
局
へ
の
出
頭
を
求
め
る
も
の
に
従
わ

な
い
者
は
、
当
該
文
書
に
お
け
る
記
述
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
そ
の
従
わ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
請
求
国
に
お
い
て
い

か
な
る
制
裁
も
課
さ
れ
ず
、
ま
た
、
い
か
な
る
強
制
措
置
の
対
象
と
も
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

情
報
の
提
供

１

両
締
約
国
は
、
事
前
の
要
請
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
自
国
の
法
令
が
認
め
る
範
囲
内
で
、
刑
事
に
関
す
る
情
報
を
相



一
七

て
共
助
を
実
施
す
る
。
当
該
共
助
に
は
、
当
該
収
益
又
は
道
具
を
保
全
す
る
措
置
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条

文
書
の
送
達

１

被
請
求
国
は
、
送
達
の
た
め
に
請
求
国
か
ら
送
付
さ
れ
る
刑
事
手
続
に
関
す
る
文
書
の
送
達
を
実
施
す
る
。

２

共
助
の
請
求
が
請
求
国
の
関
係
当
局
へ
の
出
頭
を
求
め
る
裁
判
上
の
文
書
の
送
達
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

共
助
の
請
求
は
、
出
頭
期
日
の
少
な
く
と
も
九
十
日
前
ま
で
に
被
請
求
国
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
被
請
求
国

は
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
こ
の
要
件
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
第
五
条
６
の
規
定
に
従
っ

て
こ
の
よ
う
な
共
助
の
実
施
の
結
果
を
通
報
す
る
に
当
た
り
、
請
求
国
の
中
央
当
局
に
対
し
、
送
達
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
並

び
に
送
達
が
実
施
さ
れ
た
日
付
、
場
所
及
び
方
法
を
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
。

３

こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
送
達
さ
れ
た
裁
判
上
の
文
書
で
あ
っ
て
請
求
国
の
関
係
当
局
へ
の
出
頭
を
求
め
る
も
の
に
従
わ

な
い
者
は
、
当
該
文
書
に
お
け
る
記
述
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
そ
の
従
わ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
請
求
国
に
お
い
て
い

か
な
る
制
裁
も
課
さ
れ
ず
、
ま
た
、
い
か
な
る
強
制
措
置
の
対
象
と
も
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

情
報
の
提
供

１

両
締
約
国
は
、
事
前
の
要
請
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
自
国
の
法
令
が
認
め
る
範
囲
内
で
、
刑
事
に
関
す
る
情
報
を
相



一
八

互
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

情
報
を
提
供
す
る
締
約
国
は
、
情
報
を
受
領
す
る
締
約
国
に
よ
る
当
該
情
報
の
使
用
に
つ
い
て
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
情
報
を
提
供
す
る
締
約
国
は
、
情
報
を
受
領
す
る
締
約
国
に
対
し
、
提
供
さ
れ
る
情
報
の
性
格

及
び
付
さ
れ
る
条
件
に
つ
い
て
事
前
に
通
報
す
る
。
情
報
を
受
領
す
る
締
約
国
は
、
当
該
条
件
に
合
意
す
る
場
合
に
は
、
こ

れ
に
従
う
。

第
二
十
条

認
証

い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
が
こ
の
条
約
に
従
っ
て
送
付
す
る
書
類
で
あ
っ
て
、
当
該
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
中
央

当
局
の
署
名
又
は
押
印
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
認
証
そ
の
他
の
証
明
な
し
に
、
他
方
の
締
約
国
に
よ
っ
て
受
領

さ
れ
る
。
被
請
求
国
は
、
請
求
国
の
要
請
が
あ
る
と
き
は
、
自
国
の
法
令
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
共
助
の
請
求
に
示
さ

れ
た
他
の
様
式
に
よ
り
、
こ
の
条
約
に
従
っ
て
送
付
す
る
書
類
を
認
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条

他
の
文
書
と
の
関
係

こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
が
他
の
適
用
可
能
な
国
際
協
定
又
は
適
用
可
能
な
自
国
の
法
令

に
従
っ
て
他
方
の
締
約
国
に
対
し
て
共
助
を
要
請
し
、
又
は
実
施
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
十
二
条

協
議

１

両
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
迅
速
か
つ
効
果
的
な
共
助
の
実
施
を
促
進
す
る
目
的
で
協
議
す
る
も
の

と
し
、
当
該
目
的
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

両
締
約
国
は
、
必
要
に
応
じ
、
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
実
施
に
関
し
て
生
ず
る
い
か
な
る
問
題
に
つ
い
て
も
協
議
す
る
。

第
二
十
三
条

見
出
し

こ
の
条
約
中
の
条
の
見
出
し
は
、
引
用
上
の
便
宜
の
た
め
に
の
み
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
約
の
解
釈
に
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
二
十
四
条

効
力
発
生
及
び
終
了

１

こ
の
条
約
は
、
両
締
約
国
が
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
に
必
要
な
自
己
の
内
部
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
相
互
に
通
知
す
る

外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
条
約
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
共
助
の
請
求
（
請
求
さ
れ
た
共
助
が
こ
の
条
約
の
効
力
発

生
の
日
前
に
行
わ
れ
た
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

こ
の
条
約
は
、
両
締
約
国
の
間
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
っ
て
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



一
九

第
二
十
二
条

協
議

１

両
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
迅
速
か
つ
効
果
的
な
共
助
の
実
施
を
促
進
す
る
目
的
で
協
議
す
る
も
の

と
し
、
当
該
目
的
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

両
締
約
国
は
、
必
要
に
応
じ
、
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
実
施
に
関
し
て
生
ず
る
い
か
な
る
問
題
に
つ
い
て
も
協
議
す
る
。

第
二
十
三
条

見
出
し

こ
の
条
約
中
の
条
の
見
出
し
は
、
引
用
上
の
便
宜
の
た
め
に
の
み
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
約
の
解
釈
に
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
二
十
四
条

効
力
発
生
及
び
終
了

１

こ
の
条
約
は
、
両
締
約
国
が
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
に
必
要
な
自
己
の
内
部
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
相
互
に
通
知
す
る

外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
条
約
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
共
助
の
請
求
（
請
求
さ
れ
た
共
助
が
こ
の
条
約
の
効
力
発

生
の
日
前
に
行
わ
れ
た
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

こ
の
条
約
は
、
両
締
約
国
の
間
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
っ
て
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



二
〇

４

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
も
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
て
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
書
面
に
よ
る
通
告
を
与
え
る
こ
と
に

よ
り
、
い
つ
で
も
こ
の
条
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
終
了
は
、
当
該
通
告
を
受
領
し
た
日
の
後
百
八
十
日
目
の
日

に
効
力
を
生
ず
る
。

５

こ
の
条
約
の
終
了
は
、
こ
の
条
約
の
終
了
の
日
ま
で
に
請
求
さ
れ
た
共
助
を
実
施
し
な
い
理
由
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
条
約
に
署
名
し
た
。

二
千
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
に
東
京
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通

を
作
成
し
た
。
解
釈
に
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
英
語
の
本
文
に
よ
る
。

日
本
国
の
た
め
に

山
田
滝
雄

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
の
た
め
に

レ
ー
・
ミ
ン
・
チ
ー



二
一

日
本
国
の
た
め
に

山
田
滝
雄

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
の
た
め
に

レ
ー
・
ミ
ン
・
チ
ー


